
令和2年2月28日（金）
AM9:00～　本部会議室

事業所⇔本部

メール送信

※ 都度本部へ報告をする

帰国者・接触者相談センター
（感染の疑いがある人）
県南保健福祉事務所
0248－21－8188
※24時間対応

感染症対策マニュアルの徹底

市役所
（相談のみ）

県南保健
福祉事務所

県南保福
指示受け

以後、県南
保福と調整

事業所対応

全事業所へ
通知

役員

優樹福祉会における新型コロナウイルス感染症が発症した場合の対応

本部事業所（管理者）

報告

報告

報告

報告

又は

連絡網 1

必要に応じて

市町村へ報告

管理者不在時は

サビ管等が対応


